
別紙 

マイナ保険証の資格情報取得方法について 
～区からの通知 一部抜粋～ 

（答） 

○健康保険証の新規発行が終了した後は、マイナンバーカードによりオンライン資格確認

を行うことが基本となります。 ～ 一部抜粋 ～ 

○ただし、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人が

マイナンバーカードを持参することが容易でないときには、数日間の限られた使用であるこ

と、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想

定され難いことから、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあ

らかじめダウンロードしたものやその印刷物、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機

関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けることは妨げられませ

ん。 

〇こうした方法による確認の結果、療養の給付を受ける資格が明らかな場合には、医療機

関等の窓口負担として、患者の自己負担分（３割分等）を支払います。 

 

他方、上記のいずれによる確認も行えない場合には、原則として、一旦医療費の全額（10

割）をお支払いいただき、後日、資格が確認できた際に、自己負担分を超える金額につい

て医療機関・薬局から還付を受けることとなります。 

 

（参考） 

「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」最終とりまとめ（令和５年８月８日） 

（６）その他、健康保険証廃止後のオンライン資格確認における実務上の課題への対応 

４）医療現場における運用上の課題への対応 

現在、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては、児童・生徒が医療機関を受診する

必要が生じた際に備え、保険証の写しを持参させる取扱いが一部で見られるところである。保険証廃止

後においては、必ずしも児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でない場合について

は、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりす

ましが起こることは想定され難いことから、マイナポータルに表示される被保険者資格情報をプリントア

ウトしたものや資格情報のお知らせの写しを医療機関等に提示するといった方法により被保険者資格

の確認を行うことが可能と考えられることについて、医療現場及び教育現場へ周知していく。 

 

問 現在、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては、児童・生徒が医

療機関・薬局を受診等する必要が生じた際に備え、保険証の写しを持参させる取扱いが

一部で見られるところ、必ずしも児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容

易でない場合において、保険証廃止後はどのように対応すればよいか。 



 

【参 考】 

 

 

 

  

 

端末にダウンロードされるＰＤＦファイルのイメージ マイナポータルの画面 


